
 

別紙 

 
東日本大震災被災者向け災害公営住宅の火災共済掛金率表 

構造 掛金率 
（共済委託契約額 1,000 円当たり年額） 

１級構造 ６銭  （１１銭） 

２級構造 １１銭  （２０銭） 

３級構造 １６銭  （２９銭） 
                       （  ）内は一般公営住宅の掛金率 

 
（注） 
１ 「東日本大震災被災者向け災害公営住宅」とは、地方公共団体が東日本大

震災後に被災者向け災害公営住宅として新規に建設、買取りにより取得し

たもの及び借上げにより管理運営することとなった災害公営住宅のこと

です。 

 
２ 表中１級構造とは、建築基準法による耐火構造のもの、２級構造とは、建

築基準法による準耐火構造及び平成５年６月２５日改正前の同法による

簡易耐火構造のもの、３級構造とは、１級構造及び２級構造に該当しない

ものをいいます。 

 
３ 掛金率の適用期間は、災害公営住宅の火災共済委託契約開始日から５年以

内とします。 
 


